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第１ 門真市国民健康保険事業特別会計収支改善計画の第１次改訂版について 

 

 多額の累積赤字を抱える国民健康保険事業特別会計の収支改善を強力に推進するため、

平成２０年３月に『門真市国民健康保険事業特別会計収支改善計画』（以下「収支改善計

画」という。）を策定し、国保会計の健全化に向け取り組んできましたが、今回、下記の

理由により計画の見直しを行い『門真市国民健康保険事業特別会計収支改善計画・第１

次改訂版』を策定します。 

 

 

１ 改定理由 

収支改善計画では、平成２０年度から平成２６年度までの計画を策定しましたが、

本年度が計画期間の中間年度であること及び下記の要因により見直しを行うもので

す。（各表における平成 19～21 年度は決算数値、平成 22 年度は決算見込み数値） 

 

（１） 平成２０年度からの「後期高齢者医療制度」の創設により、全国的に収納率

が２％以上の下落となる大きな影響を受け、「収支改善計画」に掲げている目標

収納率と大幅な乖離が生じたこと。 

 

単位：％ 

 H１９年度 H２０年度 H２１年度 H２２年度 

計 画 ７９.５０ ８１.００ ８２.５０ ８４.００ 

実 績 ７９.０６ ８０.０５ ８１.３９ ８３.４８ 

計 画 と の 差 ▲０.４４ ▲０.９５ ▲１.１１ ▲０.５２ 

 

（２） 平成２０年度より「門真市財政健全化計画」に基づき、一般会計からの保険

事業特別対策繰入金（条例減免分及び赤字解消分）を繰り入れたことにより当

初計画と乖離が生じたこと。 
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単位：百万円 

 H１９年度 H２０年度 H２１年度 H２２年度 

計 画 
条 例 減 免 分 ３００ ３００ ３００ ３００ 

赤 字 解 消 分 ０ ０ ０ ０ 

実 績 
条 例 減 免 分 ３００ ３００ ４５２ ３２２ 

赤 字 解 消 分 ６７６ ４８５ ３２８ ２９８ 

計 画 と の 差 ６７６ ４８５ ４８０ ３２０ 

 

（３） 平成２０年度より「収支改善計画」に基づき、国保財政の健全化事業を強力

に推進したこと及び計画を超える一般会計から保険事業特別対策繰入金(赤字

解消分)の繰入が行なわれたことにより、各計画年度の収支が大幅に改善した結

果、実質収支（累積赤字）に乖離が生じたこと。 

 

単位：百万円 

 H１９年度 H２０年度 H２１年度 H２２年度 

計 画 ▲７,０４２ ▲７,４５４ ▲７,７９８ ▲８,０００ 

実 績 ▲５,８５４ ▲５,７６５ ▲５,６４４ ▲４,７５１ 

計 画 と の 差 １,１８８ １,６８９ ２,１５４ ３,２４９ 

 

（４） 上位計画として位置する「門真市財政健全化計画」が「門真市財政健全化計

画・中期財政見通し」に見直され、計画期間が平成２３年度から平成２８年度

の６年間に見直されたことに伴い、本計画期間も変更を行うこと。 

 

２ 改定項目 

・被保険者数の推移 

・収納率（現年分）の推移 

・医療費の推移 

・特定健診・特定保健指導の推進 

・収支見込み及び累積赤字の推移 
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３ 計画期間 

平成２３年度から平成２８年度までの６年間 

 

４ 計画の推進 

本計画は、収支改善に向けた取組みについて丌断の見直しを行い、門真市国民健

康保険事業特別対策本部において厳正な進行管理を行います。 
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第２ 国民健康保険事業の現状と今後の推移について 

 

１ 被保険者数の推移 

被保険者数の推移

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

30.00

32.00

34.00

36.00

38.00

40.00

42.00

44.00

人口 132,779 132,053 131,151 129,986 130,254 129,412 128,571 127,548 126,526 125,504

被保険者数 54,717 46,912 46,039 45,411 44,306 43,464 42,638 41,828 41,034 40,254

被保険者数の割合 41.21 35.53 35.10 34.94 34.02 33.59 33.16 32.79 32.43 32.07 

H19年
実績

H20年
実績

H21年
実績

H22年
実績

H23年
予測

H24年
予測

H25年
予測

H26年
予測

H27年
予測

H28年
予測

（人） （％）

 

（現 状） 

被保険者数は、人口減等の影響により年々減少傾向にあり、その中でも平成２０

年度は、「後期高齢者医療制度」が創設されたことにより著しく減少しています。ま

た、本市の特徴ともいえる人口に占める被保険者数の割合は、平成２２年度で   

３４．９４％であり、大阪府内でも最高水準の加入率となっています。 

 

（今 後） 

今後につきましても、現状のとおり推移することが予測され、被保険者数の減少

傾向は続き、また、人口に占める被保険者数の割合は３０％を超える割合で推移す

るものと見込んでいます。 
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２ 歳入の確保について 

 

（１）収納率（現年分）の推移 

国民健康保険料収納率の推移

78.00

79.00

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

87.00

88.00

89.00

90.00

91.00

92.00

収　納　率 81.39 83.48 84.98 86.48 87.68 88.68 89.48 90.00

Ｈ21年実績 H22年見込 H23年目標 H24年目標 H25年目標 H26年目標 H27年目標 H28年目標

（％）

 

（現 状） 

平成２１年度は、目標収納率の８２.５％の達成に向けて総力をあげて取り組みま

したが、最終的には対前年度比１.３４％増の８１.３９％の収納率となっています。

その要因としましては、「後期高齢者医療制度」の創設及び長引く丌景気などにより、

全国的に収納率が２％以上下落する影響が出ていることがあげられます。 

このような状況の中、大阪府内では約７割の市町村において前年度より収納率が

下落していますが、本市についてはコンビニ収納の開始やコールセンター「門真も

しもし案内センター」の設置などの収納努力を進めたことにより収納率を向上させ

ています。また、過去５年間での収納率の伸び率につきましても５.５６％と、２位

である阪南市の伸び率の１.９８％を大きく上回っています。 

平成２２年度は、従前から行っている収納対策に加え新たな収納対策として、有

効期限６ヶ月の短期被保険者証を導入し、従前の３ヶ月の短期被保険者証と使い分

けることで滞納者の納付意識の向上を図り、平成２２年度の見込みにつきましても

８３.４８％と収納率を伸ばしています。 
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（今 後） 

今後の収納率につきましては、大阪府が平成２２年１２月に策定した「大阪府国

民健康保険広域化等支援方針」において、平成２４年度の目標収納率を全国平均で

ある８８ .３５％をめざすこととしていますが、大阪府平均収納率である     

８５.４９％を大きく下回っている本市は、本計画最終年度の平成２８年度・目標収

納率を従来どおりの９０.００％として設定し、その目標収納率の達成に向け努力・

邁進していきます。また、これまで効果実績を上げている滞納者対策への取り組み

については、さらなる推進の強化に努めます。 

 

 ア 滞納者に対する対応等 

(ｱ) コールセンター「門真もしもし案内センター」の活用充実 

(ｲ) 「滞納整理支援システム」の活用推進 

(ｳ) 「短期被保険者証」及び「資格証明書」の交付による納付指導の強化 

従前の有効期限が３ヶ月の「短期被保険者証」に加え、平成２２年１１

月より導入した有効期限が６ヶ月の「短期被保険者証」を活用し、更なる

納付意識と収納率の向上を目指します。 

(ｴ) 休日・夜間訪問指導及び夜間電話催告等の強化 

保険収納課職員及び国民健康保険料等収納推進員による休日・夜間訪問

指導及び夜間電話催告等を随時行い、強化を図ります。とりわけ、「納付誓

約書」で確約した被保険者への納付誓約状況を管理し、誓約丌履行世帯等

に対して休日・夜間訪問指導及び夜間電話催告等に引き続き取り組みを行

います。 

イ 自主納付の推進 

(ｱ) 「コンビニ収納システム」の推進 

(ｲ) 口座振替の促進 

「マルチペイメントネットワーク」を利用した口座振替手続きの簡略化

についての検討や収納推進員の訪問による口座勧奨等を通じ、口座振替の

促進に努めます。 

ウ 滞納処分の必要性 

滞納処分については、納付資力がありながら納付をしない者に対して、積極的
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に財産調査を行い、行政上の強制徴収手続きを執行しています。滞納整理に関す

る幅広い専門知識及び豊富な経験に基づく高度な徴収技能を有する税務精通者

（国税 OB 職員）を配置し、その指導のもと法令を遵守した強制徴収手続き等の

滞納処分を適切に行い、国民健康保険の公平性の確保に努めます。 

エ 啓発事業 

啓発事業については、医療機関等にて啓発ポスターを掲出、広報紙への掲載及

びホームページで、国民健康保険料に関する情報提供及び収納に関する意識向上

を図っており、今後一層充実させるべく取り組みを行います。 

オ その他 

居所丌明者調査及び二重加入者対策の実施 
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３ 歳出の抑制について 

 

（１）医療費の推移 

保険給付費の推移

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

保険給付費 10,852,642 11,055,468 11,297,800 11,424,169 11,552,154 11,681,775 11,813,054 11,946,011 

H21年実績 H22年見込 H23年予測 H24年予測 H25年予測 H26年予測 H27年予測 H28年予測

（千円）

 

  （現 状） 

急激な高齢化の進展を背景として高齢者の占める割合が高く、また医療の高度化

に伴い医療費が年々増大し、財政の逼迫も進んでいます。６５歳から７４歳の  

「前期高齢者」の加入割合については、平成２０年度で約２８％、平成２１年度で   

約２９％ですが、医療給付費の保険者負担全体に占める割合は平成２０年度で  

約４５％、平成２１年度で約５２％となっています。 

 

（今 後） 

  【医療費適正化の取組みの強化】 

ア 「レセプト点検」の更なる充実 

現在のレセプト点検に加え、下記(ｱ)～(ｳ)の項目により充実強化を図ります。 

(ｱ) 柔道整復療養費（柔整）レセプトと医科レセプトの突合 

柔整レセプトと医科レセプトを突合し重複受診の疑いがある者についても

全件に対し点検を行いレセプト抽出の上、柔整施術師や医療機関等に照会を

引き続き実施する。 
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(ｲ) 交通事故等の第三者（加害者）行為 

傷病届けを出していない傷病（第三者行為）疑いのある者についても全

件に対し点検を行い、レセプト抽出の上、被保険者等に照会し適正な処理

等を引き続き行います。 

(ｳ) 重複受診・頻回受診 

医科レセプトの点検の結果、重複受診や頻回受診の該当者に対しては、

調査指導を強化していきます。 

イ 医療費分析 

レセプト情報を用いた医療費分析を行い、疾病構造等を把握することにより医

療費適正化に向けた取り組みを行っていきます。 

ウ 後発医薬品（ジェネリック医薬品） 

ジェネリック医薬品の普及・啓発に関しては、差額通知の対象者の拡大や送付

回数の増加など更なる事業拡大に努めます。 

エ 柔道整復療養費の適正受診に係る啓発 

柔道整復療養費の保険適用範囲の周知については、広報にて掲載しております

が、広報以外にもホームページやパンフレット等を用いて周知の強化に努めます。 

    

今後につきましても、年齢到達等による「後期高齢者医療制度」への移行や少子

化等の影響により国民健康保険加入者は減少すると見込まれるものの、６５歳以上

の加入者割合については増加し、保険給付費全体も増加するものと見込まれますが、

上記の取組みにより医療費適正化に努め、さらに強化を図ります。 
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（２）特定健診・特定保健指導の推進 

 

（現 状） 

平成２０年度から始まった特定健診は、国においては、平成２４年度を目標年度

として特定健診受診率６５％・特定保健指導実施率４５％・「メタボリックシンドロ

ーム」の該当者予備群の減少率１０％の目標値を設定し、その達成状況で「後期高

齢者支援金」の加算・減算に反映されるというペナルティ制度を課されているため、

各保険者は目標値に向かって懸命な努力をしているところです。 

平成２０年度の特定健診受診率と特定保健指導実施率は次表①のとおりで、いず

れも府内平均は上回ったものの、目標値には及んでいない状況です。なお、    

平成２１年度につきましては、特定健診受診率は３１.０％、特定保健指導実施率は  

１０.２％になり、いずれも前年度より向上させる見込みであります。 

また、特定保健指導の対象外の者に対しても、全体的な健康の底上げを行うため

に、相談会等を実施しています。 

 

① 平成２０年度実績値                    単位：％ 

 特定健診受診率 特定保健指導実施率 

全 国 市 町 村 

国 保 
３０.９ １４.１ 

大 阪 府 ２４.７ ７.６ 

門 真 市 ２５.３ ８.３ 

 

② 門真市特定健診等実施計画による目標値           単位：％ 

 Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 

特 定 健 診 

受 診 率 
30.0 40.0 50.0 60.0 65.0 

特定保健指導 

実 施 率 
20.0 25.0 35.0 45.0 45.0 
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（今 後） 

国が定めている目標値に向かって「メタボリックシンドローム」該当者の減少と

受診率等の向上を引き続き推進していく必要があります。 

特定健診については、啓発ポスター、自治会回覧、広報紙及びホームページなど

による周知・啓発にあわせ、未受診者への受診勧奨も引き続き積極的に実施します。 

また、受診率向上を目的として、平成２１年度より地域に出向いて行う出張健診

を実施しておりますが、さらに拠点の増設を検討します。 

特定保健指導については、平成２０年度より一部を外部委託、平成２１年度より

全部を外部委託にて実施し、特定保健指導の対象者で、申し込みの無かった者に対

して、電話にて利用勧奨を行うなど、さらなる実施率のアップを図っていきます。 

さらに、受診結果より検査数値の芳しくない者については、医療受診勧奨等の個

別フォローを行い、早期発見・重症化予防を行うことで医療費の抑制にもつなげて

いきます。 
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第３ 改善後の収支見込みについて   

                                                            単位：百万円 

 Ｈ２１年度 Ｈ2２年度 Ｈ2３年度 Ｈ2４年度 

歳  入 16,568 16,792 16,894 17,063 

（うち条例減免 

繰入金） 
452 322 321 315 

（うち赤字解消 

繰入金） 
328 298 290 275 

歳  出 22,212 21,543 21,345 21,214 

単 年 度 収 支 121 893 300 300 

実 質 収 支 ▲5,644 ▲4,751 ▲4,451 ▲4,151 

     

 Ｈ2５年度 Ｈ2６年度 Ｈ2７年度 Ｈ2８年度 

歳  入 17,238 17,415 17,595 17,777 

（うち条例減免 

繰入金） 
309 303 298 292 

（うち赤字解消 

繰入金） 
257 233 212 195 

歳  出 21,089 20,966 20,846 20,728 

単 年 度 収 支 300 300 300 300 

実 質 収 支 ▲3,851 ▲3,551 ▲3,251 ▲2,951 

累積赤字額の推移

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

累積赤字額 5,644,298 4,751,002 4,451,002 4,151,002 3,851,002 3,551,002 3,251,002 2,951,002 

H21年決算 H22年見込 H23年見込 H24年見込 H25年見込 H26年見込 H27年見込 H28年見込

（千円）
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低所得者等を多く抱える本市の国保事業においては、収納率の低迷のほか、医療

技術の高度化等に伴い年々医療費が伸び続け、収支状況は逼迫しており、平成１０

年度から赤字運営となっています。 

これらを打開して黒字に転換させるために、歳入の確保及び歳出の抑制事業を懸

命に取り組んでいる状況の中、平成１９年６月「地方公共団体の財政健全化に関す

る法律」が制定され、平成２０年度決算より市の全会計を連結した決算により財政

状況が判断されることとなったものです。 

本市においては、国保が抱える多大な赤字が要因で、早期健全化団体に陥るよう

な状況を回避するため、平成２０年３月に｢収支改善計画｣を策定し、さまざまな収

納率向上対策や歳出の抑制事業を実施すること及び平成１９年度より一般会計から

保険事業対策繰入金(市条例減免分、赤字解消分)を投入し、単年度収支を黒字とし

てきたところであります。 

その結果、平成２０年度には収納率の８０％台回復や国の「特別調整交付金のそ

の他特別の事情がある場合」を９年振りに獲得し、また平成２２年度においては、

１３年振りに国保単独で２億７千３百万円の単年度黒字となるなど、｢収支改善計

画｣を上回る成果を挙げてきました。 

今後につきましても、国保会計の健全化に向け、｢収支改善計画｣において、国保

会計独自での単年度黒字化及び一般会計からの繰入金により毎年度３億円の黒字を

確保し、本計画の最終年度である平成２８年度には、累積赤字３０億円を下回る収

支改善を目指します。 

なお、累積赤字を解消することにつきましては、国保会計単独では制度上困難な

状況であること、又、国保の累積赤字は市の連結決算比率にも大きな影響があるた

め、一般会計の決算状況を見ながら保険事業対策繰入金の計画を上回る繰出しも視

野に入れ、全庁をあげて累積赤字の解消を目指します。 

本来、国保事業特別会計は独立会計であり、一般会計からの赤字解消繰入金によ

る財政運営から一刻も早く脱却することが必要であります。本収支改善計画に基づ

き、計画性を持った事業展開を行うことにより、国保会計の健全化に向け邁進して

いきます。 
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平成２３年７月 

門真市市民部保険年金課 

      保険収納課 
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